
 

函館市介護保険料減免取扱要綱  

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は，函館市介護保険条例（平成１２年函館市条例第21 

 号。以下「条例」という。）第１２条の規定による保険料の減免に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （原則） 

第２条 保険料の減免は，第１号被保険者またはその属する世帯の生計  

 を主として維持する者（以下「納付義務者等」という。）が，負担能  

力の低下等により保険料の納付が困難になった場合において，分割納  

付等の措置を講ずることによってもなお納付が困難と認められるとき  

に，その世帯の第１号被保険者に対し行うものとする。 

 （減免の対象事由） 

第３条 保険料の減免の対象事由は，次の各号に掲げる事由のいずれか  

 に該当する場合とする。ただし，生活保護法（昭和２５年法律第 144 

号）の規定により保護を受けている者を除く。 

(1) 納付義務者等の所有に係る住宅または家財について，震災，風水  

害，火災その他これらに類する災害により受けた損害の金額（保険  

金，損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額。）が  

その住宅または家財の価格の１０分の３以上で，かつ第１号被保険  

者の属する世帯の前年の世帯合計所得金額（地方税法（昭和２５年 

法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金 

額の世帯の合計額をいう。以下同じ。）が１，０００万円以下であ  

ること。 

(2) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者（以下  

 「主たる生計維持者」という。）が次に掲げる事由のいずれかに該  

当し，かつ第１号被保険者の属する世帯の当該年における第１０条  

に規定する方法により算定した年間見込所得金額の世帯合計金額が，  

前年の世帯合計所得金額に同条第５号および第６号に規定する方法  

により算定した額を合算した額に比べて１０分の３以上減少する場 



 

合で，前年の世帯合計所得金額が，前年の生活保護基準相当額（生  

活保護法による保護の基準表の生活扶助，住宅扶助，教育扶助およ  

び各種加算に基づき算出した年額とする。）の１．２倍以下である  

こと。 

ア 死亡，または心身に重大な障害を受け，もしくは長期間入院（  

 自宅療養期間中を含む。）したこと。 

イ 事業または業務の休廃止，事業における著しい損失，失業等が  

 あったこと。 

 (3) 干ばつ，冷害，凍霜害等により，主たる生計維持者の農作物また  

  は漁獲物の減収による損失額の合計金額（農作物にあっては減収価 

格から農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）により支払わ  

れるべき農作物共済金額を，漁獲物にあっては減収価格から漁業災  

害補償法（昭和３９年法律第１５８号）により支払われるべき漁業  

共済金額を控除した額）が，平年における当該農作物または漁獲物  

による収入金額の１０分の３以上ある者で，前年の世帯合計所得金  

額が１，０００万円以下（当該世帯合計所得金額のうち農業所得ま  

たは事業所得（漁業所得）以外の所得金額が４００万円を超えるも  

のを除く。）であること。 

 (4) 監獄，労役場その他これらに類する施設に１月を超えて拘禁され 

たとき。 

 (5) 生活困窮者で次のすべてに該当すること。 

  ア 保険料の賦課段階が第２段階または第３段階であること。 

  イ 減免申請者の属する世帯のすべての者の年間見込収入金額の合  

計額が生活保護基準相当額以下であること。 

  ウ 減免申請者の属する世帯のいずれかの者が市民税が課税されて  

   いる親族の扶養控除対象とされていないこと。 

 （減免の割合等） 

第４条 保険料の減免の割合等は，別表に掲げるとおりとする。  

２ 前項の規定により算定された減免後の保険料の額に，１０円未満の 

 端数があるときは，これを切り捨てるものとする。 



 

 （減免の対象とする保険料） 

第５条 普通徴収の方法により保険料を徴収されている者の保険料の減  

 免は，その減免の事由の生じた日の属する年度毎に，減免の申請のあ  

 った日以後に到来する納期に係る保険料について行うものとする。  

２ 特別徴収の方法により保険料を徴収されている者の保険料の減免は，  

 その減免の事由の生じた日の属する年度毎に，減免の申請のあった日  

 以後に到来する普通徴収の納期に相当する期間の保険料について行う  

 ものとする。 

３ 第３条第１号に該当する者の保険料の減免は，前２項の規定にかか

わらず，減免の申請があった月以後，その減免の事由の生じた日の属

する月から１年分の普通徴収の納期に係る保険料（特別徴収について

は，普通徴収の当該納期に相当する保険料）について行うことができ

るものとする。  

４ 第３条第４号に該当する者の保険料の減免は，第１項および第２項 

の規定にかかわらず，減免の事由が生じた日（未決の拘留期間がある  

ときは，当該拘留された日）の属する月から減免の事由が消滅した日  

の属する月の前月までの普通徴収の納期に係る保険料（特別徴収につ 

いては，普通徴収の当該納期に相当する保険料）について行うことが  

できるものとする。 

５ 第３条第５号に該当する者のうち，当該年度の市民税の確定後に保  

険料の賦課決定があった日の属する月に申請を行った者の保険料の減  

免は，第１項および第２項の規定にかかわらず，その減免の事由の生  

じた日の属する年度毎に，減免の申請のあった日以前に到来した普通  

徴収の納期に係る保険料（特別徴収については，普通徴収の当該納期  

に相当する保険料）についても行うことができるものとする。  

 （適用除外） 

第６条 第３条の規定にかかわらず，同条第２号および第５号に該当す 

る場合の世帯が，次の各号のいずれかに該当するときは，当該世帯に  

属する第１号被保険者の保険料の減免は行わない。  

(1) 蓄積された資産（居住用財産を除く。），退職金，保険金，保証  



 

 金，仕送り等により当面の生活に支障のない世帯  

(2) 生活困窮の状況が，近い将来において保険料の減額を要しない状  

 態となる見込である世帯 

(3) 前年度保険料を完納していない者（納付相談を経て分割等の方法  

により納付を履行している者を除く。）を有する世帯 

 （申請手続） 

第７条 条例第１２条第２項に基づく減免の申請は，別記第１号様式の  

 申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし，  

 第３条第４号に該当する者については，その拘禁を証明する書類の提  

 出により，申請があったものとみなすことができる。  

 (1) 収入（無収入）状況申告書（別記第２号様式） 

 (2) 給与証明書（別記第３号様式） 

 (3) その他市長が必要と認める書類（り災証明書，無職証明書，医師  

の診断書等） 

 （減免の決定通知） 

第８条 市長は，前条の申請があった場合において，保険料の減免を決  

定したときは，申請者に対し，速やかに別記第４号様式の通知書によ  

り通知するものとする。 

 （減免の却下等） 

第９条 市長は，第７条の申請が，次の各号のいずれかに該当する場合  

 は，その申請を却下するものとする。 

 (1) 虚偽の申請をした場合 

 (2) 第７条各号に規定する添付書類を提出せず，または事情聴取等の  

  調査に応じない場合 

２ 市長は，前項の規定により申請を却下したときは，その申請者に対  

し，別記第５号様式の通知書により通知するものとする。  

 （見込所得金額等の算定方法） 

第10条 保険料の減免をする場合における第１号被保険者の属する世帯 

 の１人当たりの年間見込所得金額は，その者の収入の区分に応じ，次  

に掲げる額の合計額とする。 



 

(1) 給与収入については，給与証明書等によるものとし，給与収入金  

額から給与所得控除をして得た額 

 (2) 日雇い等月々の収入が不安定な者に係る収入については，申請前  

３か月の平均月収に今年中の雇用が継続すると予想される月数を乗  

じて得た額から給与所得控除をして得た額 

 (3) 公的年金等収入については，年金支払通知書等によるものとし，  

公的年金収入金額から公的年金控除をして得た額 

 (4) 事業等による収入については，事業等総収入金額から必要経費相  

当額を控除した得た額 

 (5) 失業給付金，労災保険金等に係る収入については，当該給付金等  

を給与収入とみなし，当該給付金等の収入金額から給与所得控除を  

して得た額 

 (6) 遺族年金，障害年金，母子年金等に係る収入については，公的年  

金収入とみなし，当該年金等の収入金額から公的年金控除をして得  

た額 

２ 保険料の減免をする場合における第１号被保険者の属する世帯の１  

人当たりの年間見込収入金額は，前項において算定した年間見込所得 

金額に所得金額を算定するために控除した額を加算した金額とする。  

 ただし，事業等による収入金額については，事業等所得金額を給与  

所得金額とみなした金額に給与所得控除額を加算した金額とする。  

 （減免事由の消滅届） 

第11条 保険料の減免を受けている納付義務者は，当該減免の対象事由  

が消滅した場合は，遅延なく別記第６号様式の届出書により市長に届  

け出なければならない。 

 （減免の取消等） 

第12条 市長は，前条の届出があったとき，または虚偽の申請その他不 

正な行為により保険料の減免を受けたことを知ったときは，直ちに保 

険料の減免を取り消し，当該納付義務者に対し，別記第７号様式の通  

知書により通知するものとする。 

  附 則 



 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成１２年８月１日から施行する。  

（東日本大震災により被災した被保険者への保険料の減免特例措置）  

２ 第５条第３項の規定にかかわらず，東日本大震災により被災した 

保険者であって，東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難

指示区域等（警戒区域，計画的避難区域，緊急時避難準備区域，特定避難

勧奨地点（ホットスポット）の４つの区域等をいう（いずれも，解除・再

編された場合を含む。）。），帰還困難区域および，旧避難指示区域等

（平成２５年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等（特定避

難勧奨地点を含む），平成２６年度に指定が解除された旧避難指示解除準

備区域等（田村市の一部，川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地

点），平成２７年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域（楢葉町

の一部），平成２８年度および平成２９年度に指定が解除された旧居住制

限区域等（葛尾村の一部，川内村の一部，南相馬市の一部，飯舘村の一部，

川俣町の一部，浪江町の一部および富岡町の一部），令和元年度に指定が

解除された旧帰還困難区域等（双葉町の一部，大熊町の一部および富岡町

の一部），令和４年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域（葛尾

村の一部，大熊町の一部および双葉町の一部）および令和５年度に指定が

解除された特定復興再生拠点区域(浪江町の一部)の区域等をいう。）に住

所を有し，被災後，本市に転入した納付義務者については，「東日本大震

災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の

延長等について」（令和６年２月２９日付け厚生労働省老健局介護保険計

画課事務連絡）に基づき，次に掲げる者の区分に応じ，当該各号に定める

保険料を減免することができるものとする。（第３条の「生活保護法の規

定により保護を受けている者を除く」にかかわらず，減免の対象とす

る。） 

（1）平成２７年に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く

旧避難指示区域等の被保険者 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に到来する納期

に係る令和６年度相当分の保険料の半額 



 

（2）帰還困難区域および平成２８年以降に指定が解除された上位所得層

を除く旧避難指示区域等（(1)または(3)の対象となる区域を除く。）の

保険者 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に到来する納期

に係る令和６年度相当分の保険料 

（3）令和５年４月２日以降に指定が解除され特定復興再生拠点区域の上

位所得層の被保険者 

令和６年４月分から９月分までに相当する保険料  （生活保護基準

改正に伴う特例措置） 

３ 年度途中に生活保護基準の改正があった場合，当該改正の施行の日 

から当該年度の末日までの間における第３条第５号イに規定する生活 

保護基準相当額については，当該年度の初日における生活保護基準相 

当額を適用するものとする。 

附 則 

この要綱は，平成１３年７月１日から施行し，平成１３年１０月１日 

から適用する。  

附 則 

 この要綱は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の函館市介護保険料減免取扱要綱第５条第４ 

項の規定は，施行日以前に拘禁された期間がある場合において，当該  

期間中に到来した納期に係る保険料（特別徴収については，普通徴収  

の当該納期に相当する保険料）についても適用する。  

附 則 

 この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２３年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２４年３月１日から施行する。 



 

附 則 

 この要綱は，平成２５年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２７年５月２１日から施行する。  

附 則 

この要綱は，平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成３０年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３０年１０月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 



 

別表（第４条関係） 

対 象 事 由 減 免 の 割 合 等 

 

第３条第１

号に該当す

る場合 

 

減 免 の 割 合 

世帯合計所得金額 

損 害 の 程 度 

１０分の３以上 

１０分の５未満 
１０分の５以上 

５００万円以下であるとき ２分の１ 全  部 

７５０万円以下であるとき ４分の１ ２分の１ 

７５０万円を超えるとき ８分の１ ４分の１ 

  

 

第３条第２

号に該当す

る場合 

 

減 免 の 割 合 

世帯合計所得金額 
減 少 割 合 

１０分の３以上 

１２５万円以下であるとき １０分の５ 

２５０万円未満であるとき １０分の４ 

２５０万円以上であるとき １０分の３ 

  

 

第３条第３

号に該当す

る場合 

 

減 免 の 割 合 

世帯合計所得金額  

３００万円以下であるとき 全   部 

４００万円以下であるとき １０分の８ 

５５０万円以下であるとき １０分の６ 

７５０万円以下であるとき １０分の４ 

７５０万円を超えるとき １０分の２ 

  

第３条第４

号に該当す

る場合 

 

減免の割合 全   部 

  

 

第３条第５

号に該当す

る場合 

 

減免の割合 ３分の１ 

 

※ 軽減対象月を３分の１軽減し端数処理後の保険料の額が，条例第４

条第２項の規定による減額賦課を行う前の第１段階の保険料の額を用いて

算定した場合よりも低い額になるときは，当該減額賦課を行う前の第１段

階の保険料の額を用いて算定した額までの軽減とする。 

 

 


